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くも膜下出血で休職中の営業社員に業務をさせた事案 

   （野村證券に対する安全配慮義務違反による損害賠償請求事件） 

 
                      

第１ 事案の概要  

１ 原告の病気と休職  

原告は、野村證券札幌支店の、営業社員（元ＦＡ）であった５０代の女性である。 

原告は、顧客に資産運用の提案、金融商品の販売の取り次ぎ、購入後のフォロー等の

業務に従事する、営業の最先端を担う営業社員であったが、札幌支店の中でもとりわけ

成績優秀であり、その営業成績により何度も社長表彰・ＣＥＯ表彰（全国表彰）を受け

ていた。  

ところが、原告は、（業務との関連は不明であるが）平成２７年３月３１日、くも膜

下出血で倒れ、以後休職して療養することになった。  

原告としても、自分が急に病気で倒れてしまい業務ができないことで、職場や顧客に

迷惑をかけられないと考えて、職業上の責任感から、自分の担当していた顧客に関する

営業活動の経過の引継等に進んで協力していた。  

２  業務の具体的内容  

しかし、原告が所属していた支店の部署では、稼ぎ頭が病気で倒れてしまったこと

で、営業成績が下がり、課として与えられた目標（ノルマ）が達成できない状況となっ

たことから、原告の上司２名は、休職して療養中の原告に、顧客情報の引継に止まら

ず、顧客の取引勧誘に加わらせるなど、以下のような業務を行わせた。  

⑴   顧客Ａに対する投信乗換勧誘   

原告の上司が、高齢で心臓ペースメーカー埋め込み手術で入院中の顧客Ａを訪問し

た際に、個人の携帯電話で原告に顧客と話をさせ、投信（投資信託）乗換えの勧誘を

させ、その結果、当該顧客は投資信託の数千万単位の多額の金額の投信乗換えを承諾

することとなった。  

そもそも当該顧客の保有状況からすれば、あえて乗換えさせるべき投信とはいえな

いものであったが、原告自身「会社に迷惑をかけている」という負い目から、その顧

客に対する勧誘を行わざるをえなかった（加えて、契約に際しては、目論見書の交

付、重要事項の説明が必要であるが、当該顧客は、その上司からそれらの交付を受け

ていないと述べており、そもそも、手続的にも問題があった可能性が高い。）。  

尚、被告は、後述するように「勧誘の指示をしていない」と主張しているが、病気

療養中の職員と顧客をわざわざ電話で話させるということ自体あってはならない不適

切行為であって、それを敢えてした理由が説明できない。少なくとも、「勧誘をして

ほしい」という意思を伝えて、原告に顧客と話をさせたことは否定しようがないとい

わざるをえない。  
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⑵  顧客Ｂとの契約立会等  

原告は、病気で倒れる前に顧客Ｂ（高齢の女性）との間でファンドラップ契約（投

信を一任する契約）をする約束があったことから、原告は、上司に、自分に代わって

対応してほしいと依頼していたが、上司から、その顧客の自宅に行って契約して銀行

振り込みを手伝うようにと依頼（指示）された（被告は、上司から原告にそのような

指示はしていないと主張するが、後述するように経過からしても指示があったと考え

なければ事実経過の辻褄があわない。）。  

原告は、体調が悪いため一旦断ったが、上司から「明日（原告を）連れて来ると言

ってあるから」と言われて、断り切れない状況にされたため、翌日会社の前まで行っ

て別の上司の車で顧客宅に一緒に行き、その顧客から（契約に関する説明等も原告が

した上で）契約をとりつけた。そして、その顧客が障害認定になったばかりで体の自

由が十分にきかなかったことから、その顧客を抱きかかえるようにして一緒に行って

手続も行った（銀行まで往復）。 

当時原告は、くも膜下出血から二カ月しか経過しておらず業務から離れて療養しな

ればならない状態であったにもかかわらず、上記業務を行わされたことにより、原告

の体調は一層悪化することとなった。  

なお、ファンドトラップ契約自体はすべて原告が行なったが、契約取扱者名は（休

職中の社員が契約することはできないため）その場にいなかった上司となっている。  

⑶  顧客Ｃの投信乗換えの説得  

顧客Ｃが支店に来店した際、応対した上司が自分の個人携帯から原告に電話をかけ

てきて、原告を信頼している当該顧客と会話をさせられ、投資信託乗換えの説得をさ

せられて、その結果、当該顧客はその商品を購入することとなった。  

⑷  顧客Ｄと上司らとのゴルフセッティング等  

そのほかに、原告は、支店にとっての重要な顧客Ｄ（会社社長）と上司の接待ゴルフ

のセッティングをさせられたり、上司が、会社のｉＰａｄを原告の自宅に持ってきて、

「るいとう」（現在のつみたてＮＩＳＡ、ｉＤｅＣｏに類する）の、顧客勧誘の業務を

行うように指示されたりした（尚、被告は、顧客勧誘を指示したことを否定していた

が、本来休職中の社員が持出すことが許されない業務用ｉＰａｄを原告の自宅に持って

きて置いて行く行為自体、明らかに業務指示といわざるをえない。）。  

また、原告は、それ以外にも何件も顧客の勧誘等に関与することとなった。  

３ 病状悪化等  

  このような業務関与が繰り返される中で、原告は、療養中でもいつでも顧客対応でき

るように、精神的に追い詰められ、体調は益々悪化し、「頚椎つい間板ヘルニア」「頸

椎症」の診断を受けるようになり、入院・手術を繰り返し、最終的には、仕事に復帰で

きずに、退職せざるをえなくなった。  

さらに、原告は、在職中に「うつ病」の診断を受けるようになっていたが（業務との

関連も疑われるが明確にはなっていない。）、本件訴訟において原告側が提出した医師

の意見書では、上記業務の関与がうつ病を悪化させ、さらにそのことがくも膜下出血後

の症状の悪化にも関係しているものとされている。  
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４ 野村證券との交渉の決裂  

  原告は、弁護士を通じて、上記が使用者である野村證券の安全配慮義務違反であると

考え、野村證券に対して、事実関係の確認、会社としての評価と説明を求めるとともに

損害賠償請求訴訟の意思を伝えたが、野村證券は、「業務指示はしていない。」と主張

し、一切責任を認めようとしなかった。  

５ そのため、原告はやむなく平成３０年８月、野村證券を被告として、損害賠償請求訴

訟を提起した。  

 

第２ 訴訟の争点と経過  

１ 本件訴訟の争点  

①   病気療養休職中の原告に対して、上司が業務をさせた事実があったか否か（明示

あるいは黙示の業務指示があったか否か）。また、休職中に業務をさせたことが、

被告野村の安全配慮義務違反となるか否か。  

②  安全配慮義務違反と原告の病気の悪化・退職との因果関係  

   である。  

２ 争いのない事実  

上記のとおり、第１で記載した業務のうち顧客Ａおよび顧客Ｃについては、上司が

自分の個人携帯電話で病気療養のため休職中の原告に電話をかけて顧客と話をさせた

こと、それに近接したタイミングで顧客が契約に応じていること、顧客Ｄについては

顧客と電話でゴルフのセッティングの話をしたことや，上司がｉＰａｄを原告の自宅

に持ってきたこと、顧客Ｂについては，原告が顧客の自宅で契約に立会い、契約をさ

せて送金まで手伝ったこと、の各事実は争いのない事実、あるいは証拠上客観的に明

白な事実である。  

３ 被告野村の主張  

⑴ 安全配慮義務違反について  

   被告野村は、上記の事実にもかかわらず、以下のとおりの理由で、安全配慮義務違

反を否定した。  

①顧客Ａ、顧客Ｃがいるそばで、いずれも上司が個人携帯電話で原告に電話をかけ原

告と話をさせたのは、それぞれ顧客が原告の病状を心配していたので、直接話をさ

せてやったにすぎない。また、いずれも、業務の指示をしてないし、もともと、顧

客は契約の意思を示していたので、契約の成立に原告は無関係である。  

② 顧客Ｂについては、被告は当初は、別の上司が、原告や当該上司が訪問するより

前の別の日に顧客Ｂ宅を訪問して契約したなどと主張し、また原告が勝手に、顧客

のところに来ただけであって、来るように指示していない。  

③ 顧客Ｄとのゴルフ日程の調整は指示していない。  

⑵ 因果関係について  

被告は、業務を行ったことと病気の悪化との間に因果関係はないと主張した。  
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４ 第一審判決（札幌地裁）  

 ⑴ 一審の札幌地裁は、原告が、「原告の意に反して業務に従事することを求められ

た」と主張していると勝手に解釈し、主に被告が提出した録音反訳（原告から会社に

顧客に関する情報提供等をするためにかけた多数回の電話の録音反訳・・ただし、会

社に都合のよい部分しか提出していない。）を根拠に「原告が意に反して業務への従

事を強いていたとは考え難い。」などと認定した上で、顧客ＡないしＣに対する勧誘

や顧客Ｄとのゴルフ日程調整などの業務への従事について、「上司らが業務指示を行

ったと認めることはできない。」として安全配慮義務違反及び使用者責任のいずれも

否定した。  

⑵ また、因果関係についても否定した（ただし、責任を否定しているので、踏み込ん

だ検討はしていない。）。  

 

５ 原審裁判所の判断の問題点  

⑴ 一審判決は、原告は「意に反して」業務をさせられていないとの理由で、被告野

村の安全配慮義務違反の責任を否定したが、「意に反する業務指示をした」から「安

全配慮義務違反」であるという前提自体が誤りであることは言うまでもない。本人の

意に反する場合はもちろん、たとえ本人が同意していたとしても、傷病休職中の労働

者に業務をさせてはならないのであり、業務をさせることそれ自体が安全配慮義務違

反となるものというべきである。  

 ⑵ 病気で休業している労働者は、休業することで「職場に迷惑をかけている」という

負い目や、担当していた仕事の進捗や顧客対応への心配、自分の成績や復帰後の職場

での立場についての不安などで、精神的にも追い詰められた心理状態におかれてい

る。そのような労働者は、明示的であれ黙示的であれ、職場の上司などから頼まれれ

ば、仕事をしなければならないという心理状態に陥るし、その結果実際に仕事をして

しまうことになる。  

そのような場合の労働者の多くは、決して仕事を強制されているのでも、「意に反

して」仕事をさせられているものでもない。それどころか、自分から使用者（あるい

は上司）の意図を忖度して仕事をしてしまう場合すらある。  

しかし、療養中の労働は、病気からの回復を遅らせ、あるいは病気を悪化させるこ

とになるから、療養に専念させなければならないのであり、決して労働させてはなら

ないのである。  

 一審判決は、その当たり前の前提を無視し、その結果、「原告の意に反して業務を

行った否か」という誤った争点を設定した。  

⑶ また、上司らが実際に行った業務指示についても、明確な指示がある場合に限定

し、状況から業務指示があとしか考えられないにもかかわらず、「業務上の指示を認

めるに足りる証拠はない」などとした。  

   しかし、労働者による労務の提供が使用者の業務命令に基づくものと認められる場

合とは、明示的な業務命令がなされた場合に限られず、労働者が労務の提供を行って

いることを認識しながら、使用者がこれを黙認・許容している場合も含まれるのは当

然である。  
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この場合、使用者の方で明示的に労働者の労務への従事を禁止する等の明確な措置

を採らない限り、労働者の労務の提供は使用者の業務命令に基づくものと評価される

べきである。  

労働者は使用者からの業務命令に背くことができない。当然、少なからず使用者の

意向を忖度して行動する側面がある。このような力関係を前提とすれば、仮に明示的

な場合以外は業務命令に基づく労務の提供に該当しないことになると、使用者の意向

を忖度して労働者が積極的に業務に従事した場合は業務命令に基づく労務の提供に該

当しないことになり、使用者は賃金の支払義務等を免れることになる。  

そうすると、使用者は、意向を忖度して行動する労働者を利用して労働法制の各種

規制を免れながら労務の提供を受けることは可能になる。  

したがって、明示的な場合のみならず、黙示的な場合であっても業務命令に基づく

労務の提供と位置付けられるのである。かかる業務命令性の判断基準は、精神疾患を

発症した場合の労災認定における業務起因性の判断においても踏襲されている。  

重要なことは、黙示的な場合であっても、あくまで使用者の黙示的な業務命令に応

じて労務を提供しているのであり、業務への拘束性や負荷の程度は、明示的な場合と

何ら変わるところがないという点である。  

⑷ さらに、一審判決は、事実認定においても杜撰である。 

上司らが、いずれも会社の電話ではなく（会社の電話はすべて録音が残るため、証

拠を残さないように）、個人の携帯電話から、顧客の目の前で原告に電話をかけてい

ること、顧客ＡとＣの関係ではいずれも電話で原告が話したときと接近した時期に顧

客との間で契約の合意がなされていることなどからすれば、上司らが、顧客への働き

かけをさせるために（少なくともそれを期待して）、あえて休職療養中の原告に、わ

ざわざ証拠の残らない個人携帯から電話をしたことは明らかである（少なくとも強く

推測される。）にもかかわらず、「業務上の指示の存在を認めるには足らない。」な

どとした。  

さらに、顧客Ｂの件では、事前に上司において当該顧客に原告が来るとの予告をし

ていた事実が顧客Ｂの供述などからも明らかである上、「原告が訪問する前に別の

上司が訪問して契約を取り付けていた。」などと被告自身が辻褄のあわない主張を

しているにもかかわらず、「（原告が契約勧誘に行ったのは、上司からの指示では

なく原告から申し出た可能性が否定できない。」などと、証拠に反する認定をし、

さらに、顧客Ｄとのゴルフの設定についても、原告は自分でゴルフをしないから、

わざわざ日程調整などするはずもないのに、原告が勝手に行ったかのような認定を

するなど、明らかに被告の主張をそのまま鵜呑みにした不合理な事実認定をした。 
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６ 控訴審での和解  

 ⑴ 控訴審裁判所の立場  

   控訴審では、第一回期日で結審することとなったが、異例にも、その場で和解の打

診があった。  

そして、和解協議の席で、原判決の判断の変更の可能性があることが示唆された。 

特に、問題となっている事実について、少なくとも一部は、安全配慮義務違反にな

る可能性があるという前提での話であった。  

ただ、損害との因果関係については、認定できるかどうかはわからないし、仮に認

めるとしても一部になる可能性が高いことが示唆された。  

 ⑵ 和解の成立  

双方和解のテーブルにつくことになり、和解協議において、控訴人（一審原告）側

は、金銭より何より、まず休職中の控訴人に仕事をさせたことを認めて、謝罪するよ

う求めたが、被控訴人野村は、これに強く抵抗した。  

しかし、控訴人が業務に従事することとなったことは事実であるので、少なくとも

そのことを認めて、本来あってはならないことが行われたということを明確にするこ

とを求めたところ、裁判所からの強い説得もあり  

「被控訴人は、控訴人がくも膜下出血による休職期間中にもかかわらず被控訴人の

業務に従事することとなったことについて、心より遺憾の意を表する。  

また、そのことにより体調を崩し将来に不安を感じている旨の控訴人の申し出につ

いて、被控訴人は、その心情を十分理解し、厳粛に受け止める。」  

との文言を入れた上で、解決金を支払うこと（ただし金額は秘匿）で和解が成立す

ることとなった。  

 

第３ 本件事案の教訓  

１  病気休職中の労働者にはそもそも業務をさせてはならないのはあまりにも当然のこと

である。会社に迷惑をかけているという負い目を感じている労働者の心理状況からすれ

ば、使用者が業務を指示する場合はもとより、仮に明確な業務上の指示はなくとも業務

を行うことを期待する言動をしたりすれば、その労働者は、無理をしても、回復に悪影

響がある場合でも、業務をしてしまう可能性が高い。  

業務をすることが期待されているということを労働者に感じさせる言動をするだけで

も、労働者は、業務をしなればならない心理状況に追い込まれてしまうからである。  

２ もっとも、営業職などにあっては、担当していた顧客に関する情報の提供など、一定

の引継が必要な場合も少なくない。それまでも全面的に否定することはできないが、そ

の場合であっても、必要最小限の情報提供などに限られるべきである。  

   顧客への勧誘、訪問しての契約、顧客対応などをさせることは到底許容されないはず

である。  

３ 本件では、客観的事実として、顧客が目の前にいる状態で上司の個人携帯で原告に電

話をして顧客と話をさせたり（顧客Ａ，Ｃ）、原告が顧客と直接面談させ契約をさせた

り（顧客Ｂ）した事実は存在する。また、顧客Ｄと日程調整のため電話で話をしたこと

も事実である。  
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   これらについて被告野村証券は、業務の指示をしていないと主張するが、仮に被告の

主張が事実であったと仮定しても、上司の行動や前後の状況それ自体、原告が営業活動

を行うことを期待していると当然受取るべき状況であったことは明らかであって、それ

自体、労働者に業務を行うことを指示していることと同じである。  

もとより、原告は、顧客の勧誘等は上司からの指示によるものであることを主張して

きたし、少なくとも控訴審では、この点での被告の主張が否定される可能性が高い状況

であったと考えられるが、仮にその点をさておき、被告が自認している事実を前提とし

ても、実質的には原告に業務の指示をしたことと同じであるといえる。  

４ 高裁が、判決で判断を示す機会はなかったものの、少なくとも、高裁は、その当たり

前のことを前提に、和解相当事案であるとの判断をしたものといえる。   

 

第４ 本訴訟で明らかになった野村證券の体質的な問題  

   野村證券としても、当然、病気療養で休職中の労働者に仕事させてはならないことは

わかっていたはずである。しかし、結局、原告は仕事をさせられることになった。  

野村證券は、訴訟の中でも一貫して「ノルマ」はないと主張してきたが、実際には、

支店、部署ごとに達成すべき「目標」「予算」があることは認めている。そして、それ

は、達成することが「望ましい」ではなく、「何としてでも達成しなければならない」

というのが、職場の共通認識なのである。  

そうすると、特に優秀な営業職員が病気で休職するということになった場合に、重要

な戦力が欠けるために「目標」「予算」が達成できなくなり、結局、休職中の社員にま

で、仕事をさせる（仕事をすることを期待するような言動をする）ことになってしまう

のである。  

本件では、まさにそのような職場であるが故に、野村證券は、原告という優秀な営業

社員を一人失ったのである。  

「目先の利益を追ってはならない」というのが証券業における鉄則である。何も、そ

れは取引においてばかりではない。労働者との関係でも、結局は、何がなんでも目先の

成果（数字）を求めるという考えが、このような悲劇を生んだものと考えざるをえな

い。 

 

同じ轍をふまないためにも、野村證券には、目先の成果を追うよりも労働者を大切に

する社風に変わってほしいと切に願うばかりである。  


